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(57)【要約】
【課題】中継用圧接コネクタによる接続対象の電線間で
圧接を別個に行い順序が生じる場合、すなわち同時圧接
でない場合であっても、コンタクトがインシュレータか
ら外れてしまうことを防止する。
【解決手段】中継用コネクタ装置１０において、インシ
ュレータ３１は、コンタクト（圧接端子）３３の基板部
３３ａの表裏の一面（規制面）３３ｆに接触し、他面（
非規制面）３３ｇを開放する底面（圧接端子支持面）３
１ｃを有している。そして、コンタクト（圧接端子）３
３の他面（非規制面）３３ｇは、他面（非規制面）３３
ｇに延びる電線挟持片３３ｂに第１電線９５を圧接させ
る際に端子抜け防止治具９０による規制対象面３３ｉと
なる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板部と該基板部から反対方向に立ち上がる対をなす電線挟持片とを有する圧接端子；
及び
　前記圧接端子を支持するインシュレータ；
　を有する中継用コネクタ装置において、
　前記インシュレータは、前記圧接端子の基板部の表裏の一面の規制面に接触し、他面の
非規制面を開放する圧接端子支持面を有すること；及び
　前記非規制面は、前記規制面側に延びる電線挟持片に電線を圧接させる際に端子抜け防
止治具による規制対象面となること；
　を特徴とする中継用コネクタ装置。
【請求項２】
　請求項１記載の中継用コネクタ装置において、
　前記インシュレータは、前記圧接端子支持面に開口する、前記圧接端子の一方の電線挟
持片を挿入する挿入孔部と、前記基板部及び他方の電線挟持片を受け入れる、前記圧接端
子支持面を底面とする収納凹部とを有する、中継用コネクタ装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の中継用コネクタ装置において、
　前記圧接端子は、前記一対の電線挟持片を２つ有すること；及び
　前記圧接端子は、一対の同一形状の圧接端子半体からなっていて、各圧接端子半体は、
半基板部と、該半基板部の両端から互いに反対方向に延びる電線挟持片を有していること
；
　を特徴とする中継用コネクタ装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３記載の中継用コネクタ装置において、
　前記インシュレータには、電線を両面圧着端子の電線挟着片に対して押圧するカバーが
装着され、該カバーに、前記圧接端子の電線挟着片の先端部が嵌合する挟着片突出孔が形
成されている、中継用コネクタ装置。
【請求項５】
　基板部と該基板部から反対方向に立ち上がる対をなす電線挟持片とを有する圧接端子；
及び
　前記圧接端子を支持するインシュレータ；
　を有する中継用コネクタ装置において、
　前記圧接端子の基板部の表裏の一面の規制面に接触し且つ他面の非規制面を開放する前
記インシュレータの圧接端子支持面に、前記基板部の規制面を接触させ、前記非規制面に
端子抜け防止治具を接触させて該端子抜け防止治具と前記圧接端子支持面との間に前記基
板部を挟んだ状態で、該基板部の規制面側に延びる第１の電線挟持片に第１の電線を圧接
するステップ；及び
　前記端子抜け防止治具を除去した状態で、前記基板部の非規制面側に延びる第２の電線
挟持片に、第２の電線を圧接するステップ；
　を有することを特徴とする電線との中継用コネクタ装置の接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継用コネクタ装置、及び電線との中継用コネクタ装置の接続方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　異なる電線（ケーブル）のそれぞれと圧接して電線間を電気的に接続する中継用の圧接
型端子（コンタクト）を備えるコネクタ装置（中継用コネクタ装置）として、例えば、特
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許文献１に開示されているものがある。特許文献１の中継用コネクタ装置においてコンタ
クトは、基板部と、この基板部の両端部に垂設された一対の電線挟持片とを有している（
特許文献１の図２（ａ）参照）。この一対の電線挟持片は、互いに９０°位相をずらして
基板部に設けられており、各電線挟持片は、電線一本と圧接するスリットを有している。
【０００３】
　そして、コンタクトの片面側の電線挟持片が合成樹脂製のシート部材（インシュレータ
）に差し込まれることによって、コンタクトは、その基板部の表裏の一面がシート部材に
接した状態で固定される。この固定状態において各電線挟持片に電線を同時に圧接させる
ことで、電線間の電気的接続を確立して中継させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平３－２６６３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、接続対象である２つの電線をコネクタ装置に圧接するタイミングが異なるこ
とがある。例えば、第１のメーカや前工程で一方の電線とコネクタと圧接処理を行い、後
に、第２のメーカに搬送された後、若しくは後工程でこれらの接続物と他方の電線との圧
接処理を行う必要がある場合がある。
【０００６】
　このように、接続対象の電線により圧接処理を別個に行い順序が生じる場合、インシュ
レータに差し込まれた一方の電線挟持片に対して最初に圧接処理が行われるときには、コ
ンタクトがインシュレータに挿入された方向と逆の方向側に電線により押される、すなわ
ち、コンタクトがインシュレータから抜ける方向に圧接による力が加わる。このため、コ
ンタクトがインシュレータから外れてしまう可能性がある。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、中継用圧接コネクタによる接続対象の
電線により圧接を別個に行い順序が生じる場合、すなわち同時圧接でない場合であっても
、コンタクトがインシュレータから外れてしまうことを防止できる、中継用コネクタ装置
、及び電線との中継用コネクタ装置の接続方法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の中継用コネクタ装置は、その一態様では、基板部と該基板部から反対方向に立
ち上がる対をなす電線挟持片とを有する圧接端子；及び前記圧接端子を支持するインシュ
レータ；を有する中継用コネクタ装置において、前記インシュレータは、前記圧接端子の
基板部の表裏の一面の規制面に接触し、他面の非規制面を開放する圧接端子支持面を有す
ること；及び前記非規制面は、前記規制面側に延びる電線挟持片に電線を圧接させる際に
端子抜け防止治具による規制対象面となること；を特徴とする。
【０００９】
　前記インシュレータは、前記圧接端子支持面に開口する、前記圧接端子の一方の電線挟
持片を挿入する挿入孔部と、前記基板部及び他方の電線挟持片を受け入れる、前記圧接端
子支持面を底面とする収納凹部とを有していてもよい。
【００１０】
　前記中継用コネクタ装置は、前記圧接端子は、前記一対の電線挟持片を２つ有すること
；及び前記圧接端子は、一対の同一形状の圧接端子半体からなっていて、各圧接端子半体
は、半基板部と、該半基板部の両端から互いに反対方向に延びる電線挟持片を有している
こと；を特徴としてもよい。
【００１１】
　前記インシュレータには、電線を両面圧着端子の電線挟着片に対して押圧するカバーが



(4) JP 2017-4630 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

装着され、該カバーに、前記圧接端子の電線挟着片の先端部が嵌合する挟着片突出孔が形
成されていてもよい。
【００１２】
　本発明の電線との中継用コネクタ装置の接続方法は、その一態様では、基板部と該基板
部から反対方向に立ち上がる対をなす電線挟持片とを有する圧接端子；及び前記圧接端子
を支持するインシュレータ；を有する中継用コネクタ装置において、前記圧接端子の基板
部の表裏の一面の規制面に接触し且つ他面の非規制面を開放する前記インシュレータの圧
接端子支持面に、前記基板部の規制面を接触させ、前記非規制面に端子抜け防止治具を接
触させて該端子抜け防止治具と前記圧接端子支持面との間に前記基板部を挟んだ状態で、
該基板部の規制面側に延びる第１の電線挟持片に第１の電線を圧接するステップ；及び前
記端子抜け防止治具を除去した状態で、前記基板部の非規制面側に延びる第２の電線挟持
片に、第２の電線を圧接するステップ；を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の１つの態様によれば、コネクタによる接続対象の電線により圧接作業を別個に
行い順序を設ける必要がある場合、すなわち同時圧接ではない場合であっても、コンタク
トがインシュレータから外れてしまうことを防止でき、また、後工程での圧接を容易に行
える、中継用コネクタ装置、及び電線との中継用コネクタ装置の接続方法を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態の中継用コネクタ装置の分解斜視図である。
【図２】第１実施形態の中継用コネクタ装置の分解斜視図である。
【図３】図１に示すコネクタのＡ－Ａ矢視断面図である。
【図４】図１に示すコネクタの分解斜視図である。
【図５】コンタクトを示す斜視図である。
【図６】図４のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図７】第１実施形態の中継用コネクタ装置と第１電線との接続方法の説明に供する図で
ある。
【図８】第１実施形態の中継用コネクタ装置と第１電線との接続方法の説明に供する図で
ある。
【図９】第１実施形態の中継用コネクタ装置と第２電線との接続方法の説明に供する図で
ある。
【図１０】第１実施形態の中継用コネクタ装置と第２電線との接続方法の説明に供する図
である。
【図１１】図１０のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図１２】図１０のＤ－Ｄ矢視断面図である。
【図１３】第２実施形態の中継用コネクタ装置の分解斜視図である。
【図１４】第２実施形態の中継用コネクタ装置の分解斜視図である。
【図１５】図１３に示すコネクタのＥ－Ｅ矢視断面図である。
【図１６】図１３に示すコネクタの分解斜視図である。
【図１７】コンタクトを示す斜視図である。
【図１８】コンタクト半体を示す斜視図である。
【図１９】図１６のＦ－Ｆ矢視断面図である。
【図２０】第２実施形態の中継用コネクタ装置と第１電線との接続方法の説明に供する図
である。
【図２１】第２実施形態の中継用コネクタ装置と第１電線との接続方法の説明に供する図
である。
【図２２】第２実施形態の中継用コネクタ装置と第２電線との接続方法の説明に供する図
である。
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【図２３】第２実施形態の中継用コネクタ装置と第２電線との接続方法の説明に供する図
である。
【図２４】図２３のＧ－Ｇ矢視断面図である。
【図２５】図２３のＨ－Ｈ矢視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の中継用コネクタ装置、及び電線との中継用コネクタ装置の接続方法の
実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態により本願の開示する中
継用コネクタ装置、及び電線との中継用コネクタ装置の接続方法が限定されるものではな
い。また、実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説
明は省略される。以下の説明中の方向（前、後、上、下、左、右）は、図中に記載した矢
線の各方向を基準とする。
【００１６】
≪第１実施形態≫
　[中継用コネクタ装置の構成例]
　図１，２は、第１実施形態の中継用コネクタ装置の分解斜視図である。図３は、図１に
示すコネクタのＡ－Ａ矢視断面図である。図４は、図１に示すコネクタの分解斜視図であ
る。図５は、コンタクトを示す斜視図である。図６は、図４のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【００１７】
　図１，２に示すように、第１実施形態の中継用コネクタ装置１０は、コネクタ３０と、
コネクタ３０を上下に挟む上側カバー５０及び下側カバー７０とを有している。上側カバ
ー５０と下側カバー７０がコネクタ３０を挟んで（後述するコネクタ収容部５０ｄ、７０
ｄに収容した状態で）嵌合（合体）することにより、箱型の中継用コネクタ装置１０が構
成される。
【００１８】
　コネクタ３０は、図３，４に示すように、インシュレータ３１と、インシュレータ３１
に支持された複数のコンタクト（圧接端子）３３とを有している。各コンタクト３３は、
図５に示すように、スタンピング成形により形成されたクランク形状の帯状金属材から成
り、基板部３３ａと、一対の電線挟持片３３ｂを有している。基板部３３ａの前後方向中
央部には、左右方向に突出する一対の係止凸部３３ｃが設けられている。この一対の係止
凸部３３ｃは、後述するインシュレータ３１の一対のコンタクト係止壁３１ｅに係止する
。
【００１９】
　一対の電線挟持片３３ｂは、基板部３３ａの前後方向両端部を基端として上下方向（反
対方向）に立ち上がり、先端部にスリット３３ｄがそれぞれ設けられている。すなわち、
各電線挟持片３３ｂは、スリット３３ｄによって先端部に二股部３３ｈが形成されており
、各電線挟持片３３ｂの二股部３３ｈに異なる接続対象被覆電線（後述する電線９５，９
７）が圧入されることにより、電線間が電気的に接続されることになる。
【００２０】
　また、各電線挟持片３３ｂの基端部には、左右方向にそれぞれ突出する一対のガイド突
部３３ｅが設けられている。この一対のガイド凸部３３ｅが後述するインシュレータ３１
のガイド溝３１ｇに差し込まれる。
【００２１】
　インシュレータ３１は、絶縁部材である合成樹脂を射出成形することにより形成され、
略直方体形状を有している。そして、インシュレータ３１は、コンタクト３３をそれぞれ
収容する複数のコンタクト収容部３１ａを有している。複数のコンタクト収容部３１ａは
、図４に示すように、上下方向平面視で（つまり、前後左右平面内で）千鳥格子状に配設
されている。ここで、第１実施形態では、例えば、図７乃至１２に示すように、コネクタ
３０（コンタクト３３）の接続対象物は、複数の銅線（導体）を互いに所定間隔（ピッチ
）空けて平面状に束ねた帯状のケーブル（フラットケーブル）である。このため、インシ
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ュレータ３１においてコンタクト収容部３１ａは、左右方向にはフラットケーブルの導体
ピッチと同じピッチで設けられると共に、各導体に対しては前後方向に所定間隔（ピッチ
）空けて２個形成されている。そして、隣接する導体間で２個のコンタクト収容部３１ａ
の位置は、前後方向に半ピッチずれている。換言すれば、インシュレータ３１において左
右方向に所定の間隔（ピッチ）を開けて７個の収容部配置ライン（仮想ライン）が存在し
、各収容部配置ライン上に前後方向に所定の間隔（ピッチ）を空けて２個のコンタクト収
容部３１ａが存在する。そして、隣接する収容部配置ライン間では、２個のコンタクト収
容部３１ａの位置が半ピッチずれている。
【００２２】
　各コンタクト収容部３１ａは、コンタクト３３の基板部３３ａ及び一方の電線挟持片３
３ｂを収納する収納凹部３１ｂを有している（図４，６）。収納凹部３１ｂは、インシュ
レータ３１の上面に開口しており、収納凹部３１ｂの底には底面（圧接端子支持面）３１
ｃを有している。この底面（圧接端子支持面）３１ｃは、図６に示すように、コンタクト
収容部３１ａに収容された基板部３３ａの表裏の一面（規制面）３３ｆと当接することで
コンタクト３３を支持してコンタクト３３の挿入方向（下方向）の位置を規制する。一方
で、基板部３３ａの表裏の他面（非規制面）３３ｇは、収納凹部３１ｂに開放されている
。
【００２３】
　また、各コンタクト収容部３１ａは、上記底面（圧接端子支持面）３１ｃに隣接して開
口し、コンタクト３３の他方の電線挟持片３３ｂが挿入される挿入孔部３１ｄを有してい
る（図６）。挿入孔部３１ｄは、インシュレータ３１の下面でも開口している。すなわち
、挿入孔部３１ｄは、収納凹部３１ｂとインシュレータ３１の下側外部空間とを連通させ
ている。
【００２４】
　また、各コンタクト収容部３１ａの左右一対の側壁（コンタクト係止壁）３１ｅには、
上下方向に延びる一対の係止溝３１ｆがそれぞれ設けられている。各側壁（コンタクト係
止壁）３１ｅには、さらに、係止溝３１ｆを前後方向に挟むように、上下方向に延びる２
つのガイド溝３１ｇが設けられている。ガイド溝３１ｇにガイド凸部３３ｅが上方から差
し込まれると共に係止溝３１ｆに係止凸部３３ｃが上方から差し込まれた状態でコンタク
ト３３がインシュレータ３１に挿入されると、一面（規制面）３３ｆ側に延びる一方の電
線挟持片３３ｂが挿入孔部３１ｄに進入し、係止凸部３３ｃが係止溝３１ｆの途中に設け
られた突起３１ｊを乗り越えて保持される。そして、基板部３３ａは、底面（圧接端子支
持面）３１ｃまで導かれて基板部３３ａの一面（規制面）３３ｆが底面（圧接端子支持面
）３１ｃと当接する（図６）。このとき、一面（規制面）３３ｆ側に延びる一方の電線挟
持片３３ｂの先端部は、インシュレータ３１の下面から外部に露出し、他面（非規制面）
３３ｇ側に延びる他方の電線挟持片３３ｂの先端部は、インシュレータ３１の上面から外
部に露出する。これにより、二股部３３ｆがインシュレータ３１の上面及び下面よりも外
側に配置されるので、二股部３３ｆに対する電線の圧入が可能となる。以下では、インシ
ュレータ３１の下面側で電線挟持片３３ｂに圧入される電線を「第１電線９５」と呼び、
上面側で電線挟持片３３ｂに圧入される電線を「第２電線９７」と呼ぶ。
【００２５】
　ここで、上述の通り、基板部３３ａの表裏の一面（規制面）３３ｆが収納凹部３１ｂに
開放されているので、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う
場合、コンタクト３３は、挿入（組立）方向と逆方向に第１電線９５によって強く押され
ることによりインシュレータ３１から抜けてしまう恐れがある。このため、第１電線９５
の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う場合、後述する抜け防止用治具９０
によって基板部３３ａを上から押圧・支持する。このとき、他面（非規制面）３３ｇは、
後述する抜け防止用治具９０による規制対象面３３ｉを構成する。
これにより、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う場合であ
っても、コンタクト３３がインシュレータ３１から外れてしまうことを防止することがで
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きる。
【００２６】
　また、インシュレータ３１の上面及び下面には、図４に示すように、上記各収容部配置
ライン上に、前後方向平面視で半円状（つまり、半筒状）の電線這わせ溝３１ｈが形成さ
れている。インシュレータ３１の前面及び後面には、上下方向に延びて上面及び下面の電
線這わせ溝３１ｈに連通する電線這わせ溝３１ｉが形成されている。この電線這わせ溝３
１ｉは、上下方向平面視で半円状（つまり、半筒状）となっている。
【００２７】
　図２に示すように、上側カバー５０は、略直方体形状を有しており、後方及び下方に開
放されている。上側カバー５０の天井板５０ａ、前壁５０ｂ及び左右一対の側壁５０ｃに
よって区画される空間は、コネクタ３０を収納するコネクタ収容部５０ｄを構成する。
【００２８】
　天井板５０ａの下面（内面）には、前後方向に延びて前後方向平面視で半円状（つまり
、半筒状）の電線這わせ溝５０ｅが複数形成されている。複数の電線這わせ溝５０ｅは、
インシュレータ３１の上面に形成された複数の電線這わせ溝３１ｈと対応する位置にそれ
ぞれ形成されている。これにより、コネクタ収容部５０ｄにコネクタ３０が収容されたと
きに、電線這わせ溝５０ｅ及び電線這わせ溝３１ｈの各ペアによって第２電線９７を這わ
せる筒を形成することができる。
【００２９】
　また、天井板５０ａにおいて各電線這わせ溝５０ｅと重なる位置に、天井板５０ａの上
面及び下面で開口する挟持片突入孔（挟着片突出孔）５０ｆが複数形成されている。各挟
持片突入孔５０ｆは、コネクタ収容部５０ｄにコネクタ３０が収容されたときに電線挟持
片３３ｂの先端部（インシュレータ３１の上面からはみ出した部分）が突入する（逃げる
）孔である。
【００３０】
　前壁５０ｂの後面（内面）には、上下方向に延びて上下方向平面視で半円状（つまり、
半筒状）の電線這わせ溝５０ｇが複数形成されている。複数の電線這わせ溝５０ｇは、イ
ンシュレータ３１の前面に形成された複数の電線這わせ溝３１ｉと対応する位置にそれぞ
れ形成されている。これにより、コネクタ収容部５０ｄにコネクタ３０が収容されたとき
に、電線這わせ溝５０ｇ及び電線這わせ溝３１ｉの各ペアによって第２電線９７を這わせ
る筒を形成することができる。
【００３１】
　図１に示すように、下側カバー７０は、略直方体形状を有しており、前方及び上方に開
放されている。下側カバー７０の底板７０ａ、後壁７０ｂ、及び左右一対の側壁７０ｃに
よって区画される空間は、コネクタ３０を収納するコネクタ収容部７０ｄを構成する。
【００３２】
　底板７０ａの上面（内面）には、前後方向に延びて前後方向平面視で半円状（つまり、
半筒状）の電線這わせ溝７０ｅが複数形成されている。複数の電線這わせ溝７０ｅは、イ
ンシュレータ３１の下面に形成された複数の電線這わせ溝３１ｈと対応する位置にそれぞ
れ形成されている。これにより、コネクタ収容部５０ｄにコネクタ３０が収容されたとき
に、電線這わせ溝７０ｅ及び電線這わせ溝３１ｈの各ペアによって第１電線９５を這わせ
る筒を形成することができる。
【００３３】
　また、底板７０ａおいて各電線這わせ溝７０ｅと重なる位置に、底板７０ａの上面及び
下面で開口する挟持片突入孔（挟着片突出孔）７０ｆが複数形成されている。各挟持片突
入孔７０ｆは、コネクタ収容部７０ｄにコネクタ３０が収容されたときに電線挟持片３３
ｂの先端部（インシュレータ３１の下面からはみ出した部分）が突入する（逃げる）孔で
ある。
【００３４】
　後壁７０ｂには、下側カバー７０の内側と外側を連通して、電線這わせ溝７０ｅを這う



(8) JP 2017-4630 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

第１電線９５を下側カバーの外側から挿入する電線挿入孔７０ｇが形成されている。電線
挿入孔７０ｇは、上下方向よりも左右方向に長い長孔であり、これの左右方向の両端が、
複数の電線這わせ溝７０ｅのうち左右方向両端に位置する電線這わせ溝７０ｅよりも外側
に位置している。これにより、複数の第１電線９５を纏めて電線挿入孔７０ｇに挿入して
複数の電線這わせ溝７０ｅに這わせることができる。
【００３５】
　[抜け防止用治具の構成例]
　抜け防止用治具９０は、図７に示すように、治具本体９０ａと、治具本体９０ａの下面
から下方向に突出する複数の抜け防止用ピン９０ｂとを有する。複数の抜け防止用ピン９
０ｂの前後左右平面内における配置パターンは、インシュレータ３１のコンタクト収容部
３１ａの前後左右平面内における配置パターンと同じである。また、各抜け防止用ピン９
０ｂにおいて治具本体９０ａの下面から突出している部分（突出部分）の長さは、収納凹
部３１ｂの深さから基板部３３ａの上下方向厚み（つまり、一面（規制面）３３ｆと他面
（非規制面）３３ｇとの離間距離）を減算した長さ以上となっている。これにより、複数
の抜け防止用ピン９０ｂを複数の収容凹部３１ｂに挿入することで、基板部３３ａの他面
（非規制面）３３ｇを確実に押圧することができる。この結果として、第１電線９５の圧
接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う場合、抜け防止用治具９０を用いること
で、コンタクト３３がインシュレータ３１から外れてしまうことを確実に防止することが
できる。
【００３６】
　[中継用コネクタ装置と電線との接続方法例]
　以上の構成を有する中継用コネクタ装置１０と第１電線９５及び第２電線９７との接続
方法例について説明する。図７，８は、中継用コネクタ装置と第１電線９５との接続方法
の説明に供する図であり、図９，１０は、中継用コネクタ装置と第２電線９７との接続方
法の説明に供する図である。図１１，１２は、中継用コネクタ装置と第１電線９５及び第
２電線９７との接続状態を示し、特に、図１１は、図１０のＣ－Ｃ矢視断面図であり、図
１２は、図１０のＤ－Ｄ矢視断面図である。
【００３７】
　まず、図７に示すように、下側カバー７０において、複数の第１電線９５を電線挿入孔
７０ｇに外側から挿入して複数の電線這わせ溝７０ｅにそれぞれ這わせる。そして、抜け
防止用治具９０をコネクタ３０に被せて各収納凹部３１ｂに抜け防止用ピン９０ｂを挿入
させる。これにより、基板部３３ａの他面（非規制面）３３ｇを、抜け防止用ピン９０ｂ
による規制状態（つまり、抜け防止用ピン９０ｂによってコンタクト３３がインシュレー
タ３１において上方向に移動することを規制した状態）にすることができる。この規制状
態で、下側カバー７０の上方から、コネクタ３０をコネクタ収容部７０ｄに収容させる。
そして、抜け防止用治具９０を上方から下方に向けてコネクタ３０に押し付けることによ
り、コネクタ３０の下面からはみ出した電線挟持片３３ｂが第１電線９５の被覆部材を破
って電線芯と接触し、さらに、電線挟持片３３ｂの先端部が挟持片突入孔７０ｆに侵入す
る。このようにして、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う
場合であっても、コンタクト３３がインシュレータ３１から外れることなく、第１電線９
５をコンタクト３３に圧接させることができる。第１電線９５がコンタクト３３に圧接さ
れた状態を図８に示す。ここで、上記の通り、第１実施形態では、各収容部配置ライン上
に、２個のコンタクト収容部３３ａが設けられており、各コンタクト収容部３３ａでは電
線挟持片３３ｂがインシュレータ３１の下面から下方に向けてはみ出している。これによ
り、１本の第１電線９５を所定ピッチ離れた２つの電線挟持片３３ｂで挟持することがで
きるので、第１電線９５とコンタクト３３との接続状態を安定化させることができる。
【００３８】
　次いで、図９，１０に示すように、抜け防止用治具９０を取り除いて、インシュレータ
３１の上面及び前面にそれぞれ設けられた各電線這わせ溝３１ｈ，３１ｉに第２電線９７
を這わせる。そして、上側カバー５０を、コネクタ３０及び下側カバー７０の一体物に被
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せてコネクタ３０に上方から下方に向けて押し付ける。すると、コネクタ３０の上面から
はみ出した電線挟持片３３ｂの先端部が第２電線９７の被覆部材を破って電線芯と接触し
、さらに、電線挟持片３３ｂの先端部が挟持片突入孔５０ｆに侵入する。このとき、上側
カバー５０と下側カバー７０がコネクタ３０を挟んで（コネクタ収容部５０ｄ、７０ｄに
収容した状態で）嵌合（合体）して、箱型の中継用コネクタ装置１０が構成される（図１
１，１２）。このようにして、第２電線９７をコンタクト３３に圧接させることができる
。ここで、上記の通り、第１実施形態では、各収容部配置ライン上に、２個のコンタクト
収容部３３ａが設けられており、各コンタクト収容部３３ａでは電線挟持片３３ｂがイン
シュレータ３１の上面から上方に向けてはみ出している。これにより、１本の第２電線９
７を所定ピッチ離れた２つの電線挟持片３３ｂで挟持することができるので、第２電線９
７とコンタクト３３との接続状態を安定化させることができる。なお、ここでは、先にイ
ンシュレータ３１側に第２電線９７を取り付けて次に上側カバー５０を被せて圧接するよ
うに説明を行ったが、これに限定されるものではなく、先に上側カバー５０側に第２電線
９７を取り付けた後に次にこれらの一体物をコネクタ３０及び下側カバー７０の一体物に
圧接させてもよい。
【００３９】
　以上のように第１実施形態によれば、中継用コネクタ装置１０において、インシュレー
タ３１は、コンタクト（圧接端子）３３の基板部３３ａの表裏の一面（規制面）３３ｆに
接触し、他面（非規制面）３３ｇを開放する底面（圧接端子支持面）３１ｃを有している
。そして、コンタクト（圧接端子）３３の他面（非規制面）３３ｇは、他面（非規制面）
３３ｇに延びる電線挟持片３３ｂに第１電線９５を圧接させる際に端子抜け防止治具９０
による規制対象面３３ｉとなる。
【００４０】
　この中継用コネクタ装置１０の構成により、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の
圧接処理に先行して行う場合であっても、コンタクト３３がインシュレータ３１から外れ
ることなく、第１電線９５をコンタクト３３に圧接させることができる。すなわち、コネ
クタ３０による接続対象の電線９５，９７間で圧接を別個に行い順序を設ける必要がある
場合、すなわち同時圧接でない場合であっても、コンタクト３３がインシュレータ３１か
ら外れてしまうことを防止でき、また、後工程での圧接を容易にすることができる。
【００４１】
≪第２実施形態≫
　第２実施形態は、コンタクト形状のバリエーションに関する。図１３，１４は、第２実
施形態の中継用コネクタ装置の分解斜視図である。図１５は、図１３に示すコネクタのＥ
－Ｅ矢視断面図である。図１６は、図１３に示すコネクタの分解斜視図である。図１７は
、コンタクトを示す斜視図である。図１８は、コンタクト半体を示す斜視図である。図１
９は、図１６のＦ－Ｆ矢視断面図である。
【００４２】
　図１３，１４に示すように、第２実施形態の中継用コネクタ装置１０'は、コネクタ３
０'と、コネクタ３０'を上下に挟む上側カバー５０'及び下側カバー７０'とを有している
。上側カバー５０'と下側カバー７０'がコネクタ３０’を挟んで（コネクタ収容部５０ｄ
’、７０ｄ’に収容した状態で）嵌合（合体）することにより、箱型の中継用コネクタ装
置１０'が構成される。
【００４３】
　コネクタ３０'は、図１５，１６に示すように、インシュレータ３１'と、インシュレー
タ３１'に支持された複数のコンタクト（圧接端子）３３'とを有している。各コンタクト
３３'は、図１７に示すように、基板部３３ａ'と、４個の電線挟持片３３ｂとを有してい
る。具体的には、各コンタクト３３'は、図１８に示すコンタクト半体３５を２つ組み合
わせた（合体させた）ものである。
【００４４】
　各コンタクト半体３５は、スタンピング成形により形成されたクランク形状の帯状金属
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材から成り、半基板部３５ａと、一対の電線挟持片３３ｂを有している。１つのコンタク
ト半体３５に対して反転させたもう１つのコンタクト半体３５を合体させることにより、
図１７に示したコンタクト３３'が得られる。半基板部３５ａの前後方向中央部には、右
方向に突出する係止凸部３５ｃが設けられている。コンタクト半体３５において一対の電
線挟持片３３ｂは、半基板部３５ａの前後方向両端部を基端として上下方向（反対方向）
に立ち上がり、先端部にスリット３３ｄがそれぞれ設けられている。すなわち、コンタク
ト半体３５の各電線挟持片３３ｂは、スリット３３ｄによって先端部に二股部３３ｈが形
成されており、各電線挟持片３３ｂの二股部３３ｈに電線９５，９７が圧入されることに
より、電線間が電気的に接続されることになる。
【００４５】
　インシュレータ３１'は、絶縁部材である合成樹脂を射出成形することにより形成され
、略直方体形状を有している。そして、インシュレータ３１'は、コンタクト３３'をそれ
ぞれ収容する複数のコンタクト収容部３１ａ'を有している。複数のコンタクト収容部３
１ａ'は、図１６に示すように、上下方向平面視で（つまり、前後左右平面内で）千鳥格
子状に配設されている。ここで、第２実施形態のインシュレータ３１'においてコンタク
ト収容部３１ａ'は、第１実施形態のインシュレータ３１と同様に、左右方向にはフラッ
トケーブルの導体ピッチと同じピッチで設けられる一方で、各導体に対しては１個形成さ
れている。換言すれば、インシュレータ３１'において左右方向に所定の間隔（ピッチ）
を開けて７個の収容部配置ライン（仮想ライン）が存在している一方で、各収容部配置ラ
イン上に１個のコンタクト収容部３１ａ'が存在している。すなわち、第２実施形態のイ
ンシュレータ３１'の前後方向の長さは、第１実施形態のインシュレータ３１の前後方向
の長さの略半分となっている。これにより、第２実施形態の中継用コネクタ装置１０'を
第１実施形態の中継用コネクタ装置１０に比べて小型化することができる。
【００４６】
　各コンタクト収容部３１ａ'は、コンタクト３３'の基板部３３ａ'及び基板部３３ａ'か
ら上側に延びている２つの電線挟持片３３ｂを収納する収納凹部３１ｂ'を有している（
図１６，１９）。収納凹部３１ｂ'は、インシュレータ３１'の上面に開口しており、収納
凹部３１ｂ'の底には底面（圧接端子支持面）３１ｃ'を有している。この底面（圧接端子
支持面）３１ｃ'は、図１５に示すように、コンタクト収容部３１ａ'に収容された基板部
３３ａ'の表裏の一面（規制面）３３ｆ'と当接することでコンタクト３３'を支持してコ
ンタクト３３'の挿入方向（下方向）の位置を規制する。一方で、基板部３３ａ'の表裏の
他面（非規制面）３３ｇ'は、収納凹部３１ｂ'に開放されている。
【００４７】
　また、各コンタクト収容部３１ａ'は、上記底面（圧接端子支持面）３１ｃ'に隣接して
開口し、基板部３３ａ'から下側に延びる２つの電線挟持片３３ｂ'がそれぞれ挿入される
２つの挿入孔部３１ｄ'を有している（図１９）。挿入孔部３１ｄ'は、インシュレータ３
１'の下面でも開口している。
【００４８】
　また、各コンタクト収容部３１ａ'の左右一対の側壁（コンタクト係止壁）３１ｅには
、第１実施形態のコンタクト収容部３１ａと同様に、上下方向に延びる一対の係止溝３１
ｆがそれぞれ設けられている。そして、各側壁（コンタクト係止壁）３１ｅには、係止溝
３１ｆを前後方向に挟むように、上下方向に延びる２つのガイド溝３１ｇが設けられてい
る。ガイド溝３１ｇにガイド凸部３３ｅが上方から差し込まれると共に係止溝３１ｆに係
止凸部３５ｃが上方から差し込まれた状態でコンタクト３３'がインシュレータ３１'に挿
入されると、一面（規制面）３３ｆ'側に延びる電線挟持片３３ｂが挿入孔部３１ｄ'に進
入し、係止凸部３５ｃが係止溝３１ｆの途中に設けられた突起３１ｊを乗り越えて保持さ
れる。そして、基板部３３ａ'は、底面（圧接端子支持面）３１ｃ'まで導かれて基板部３
３ａ'の一面（規制面）３３ｆ'が底面（圧接端子支持面）３１ｃ'と当接する（図１５）
。このとき、一面（規制面）３３ｆ'側に延びる電線挟持片３３ｂの先端部は、インシュ
レータ３１'の下面から外部に露出し、他面（非規制面）３３ｇ'側に延びる電線挟持片３
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３ｂの先端部は、インシュレータ３１'の上面から外部に露出する。これにより、二股部
３３ｆがインシュレータ３１'の上面及び下面よりも外側に配置されるので、二股部３３
ｆに対する電線の圧入が可能となる。
【００４９】
　ここで、上述の通り、基板部３３ａ'の表裏の一面（規制面）３３ｆ'が収納凹部３１ｂ
'に開放されているので、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して
行う場合、コンタクト３３’は、挿入（組立）方向と逆方向に第１電線９５によって強く
押されることによりインシュレータ３１'から抜けてしまう恐れがある。このため、第１
電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う場合、後述する抜け防止用
治具９０'によって基板部３３ａ’を上から押圧・支持する。このとき、他面（非規制面
）３３ｇ'は、後述する抜け防止用治具９０'による規制対象面３３ｉ'を構成する。これ
により、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う場合であって
も、コンタクト３３'がインシュレータ３１'から外れてしまうことを防止することができ
る。
【００５０】
　また、インシュレータ３１'の上面及び下面には、図１６に示すように、第１実施形態
のインシュレータ３１と同様に、前後方向平面視で半円状（つまり、半筒状）の電線這わ
せ溝３１ｈが形成されている。また、インシュレータ３１'の前面及び後面には、第１実
施形態のインシュレータ３１と同様に、上下方向に延びて上面及び下面の電線這わせ溝３
１ｈに連通する電線這わせ溝３１ｉが形成されている。この電線這わせ溝３１ｉは、上下
方向平面視で半円状（つまり、半筒状）となっている。
【００５１】
　上側カバー５０'及び下側カバー７０'は、前後方向の長さが第１実施形態の上側カバー
５０及び下側カバー７０の略半分となっている以外は略同じ構成を有している。
【００５２】
　[抜け防止用治具の構成例]
　抜け防止用治具９０'は、図２０に示すように、治具本体９０ａ'と、治具本体９０ａ'
の下面から下方向に突出する複数の抜け防止用ピン９０ｂ'とを有する。複数の抜け防止
用ピン９０ｂ'の前後左右平面内における配置パターンは、インシュレータ３１'のコンタ
クト収容部３１ａ'の前後左右平面内における配置パターンと同じである。また、各抜け
防止用ピン９０ｂ'において治具本体９０ａ'の下面から突出している部分（突出部分）の
長さは、収納凹部３１ｂ'の深さから基板部３３ａ'の上下方向厚み（つまり、一面（規制
面）３３ｆと他面（非規制面）３３ｇ'との離間距離）を減算した長さ以上となっている
。これにより、複数の抜け防止用ピン９０ｂ'を複数の収容凹部３１ｂ'に挿入することで
、基板部３３ａ'の他面（非規制面）３３ｇ'を確実に押圧することができる。この結果と
して、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の圧接処理に先行して行う場合、抜け防止
用治具９０'を用いることで、コンタクト３３'がインシュレータ３１'から外れてしまう
ことを確実に防止することができる。
【００５３】
　[中継用コネクタ装置と電線との接続方法例]
　以上の構成を有する中継用コネクタ装置１０'と第１電線９５及び第２電線９７との接
続方法例について説明する。図２０，２１は、中継用コネクタ装置１０'と第１電線９５
との接続方法の説明に供する図であり、図２２，２３は、中継用コネクタ装置１０'と第
２電線９７との接続方法の説明に供する図である。図２４，２５は、中継用コネクタ装置
１０'と第１電線９５及び第２電線９７との接続状態を示し、特に、図２４は、図２３の
Ｇ－Ｇ矢視断面図であり、図２５は、図２３のＨ－Ｈ矢視断面図である。
【００５４】
　まず、図２０に示すように、下側カバー７０'において、複数の第１電線９５を電線挿
入孔７０ｇに外側から挿入して複数の電線這わせ溝７０ｅにそれぞれ這わせる。そして、
抜け防止用治具９０'をコネクタ３０'に被せて各収納凹部３１ｂ'に抜け防止用ピン９０
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ｂ'を挿入させる。これにより、基板部３３ａ'の他面（非規制面）３３ｇ'を、抜け防止
用ピン９０ｂ'による規制状態（つまり、抜け防止用ピン９０ｂ'によってコンタクト３３
'がインシュレータ３１'において上方向に移動することを規制した状態）にすることがで
きる。この規制状態で、下側カバー７０'の上方から、コネクタ３０'をコネクタ収容部７
０ｄ'に収容させる。そして、抜け防止用治具９０'を上方から下方に向けてコネクタ３０
'に押し付けることにより、コネクタ３０'の下面からはみ出した電線挟持片３３ｂが第１
電線９５の被覆部材を破って電線芯と接触し、さらに、電線挟持片３３ｂの先端部が挟持
片突入孔７０ｆに侵入する。このようにして、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７の
圧接処理に先行して行う場合であっても、コンタクト３３'がインシュレータ３１'から外
れることなく、第１電線９５をコンタクト３３'に圧接させることができる。第１電線９
５がコンタクト３３'に圧接された状態を図２１に示す。ここで、上記の通り、第２実施
形態では、各コンタクト収容部３３ａ'において２つの電線挟持片３３ｂがインシュレー
タ３１'の下面から下方に向けてはみ出している。これにより、１本の第１電線９５を２
つの電線挟持片３３ｂで挟持することができるので、第１電線９５とコンタクト３３'と
の接続状態を安定化させることができる。
【００５５】
　次いで、図２２，２３に示すように、抜け防止用治具９０'を取り除いて、インシュレ
ータ３１'の上面及び前面にそれぞれ設けられた各電線這わせ溝３１ｈ，３１ｉに第２電
線９７を這わせる。そして、上側カバー５０'を、コネクタ３０'及び下側カバー７０'の
一体物に被せてコネクタ３０'に上方から下方に向けて押し付ける。すると、コネクタ３
０'の上面からはみ出した電線挟持片３３ｂの先端部が第２電線９７の被覆部材を破って
電線芯と接触し、さらに、電線挟持片３３ｂの先端部が挟持片突入孔５０ｆに侵入する。
このとき、上側カバー５０'と下側カバー７０'がコネクタ３０'を挟んで嵌合（合体）し
て、箱型の中継用コネクタ装置１０'が構成される（図２４，２５）。このようにして、
第２電線９７をコンタクト３３'に圧接させることができる。ここで、上記の通り、第２
実施形態では、各コンタクト収容部３３ａ'において２つの電線挟持片３３ｂがインシュ
レータ３１'の上面から上方に向けてはみ出している。これにより、１本の第２電線９７
を２つの電線挟持片３３ｂで挟持することができるので、第２電線９７とコンタクト３３
'との接続状態を安定化させることができる。なお、ここでは、先にインシュレータ３１'
側に第２電線９７を取り付けて次に上側カバー５０'を被せて圧接するように説明を行っ
たが、これに限定されるものではなく、先に上側カバー５０'側に第２電線９７を取り付
けた後に次にこれらの一体物をコネクタ３０'及び下側カバー７０'の一体物に圧接させて
もよい。
【００５６】
　以上のように第２実施形態によれば、中継用コネクタ装置１０'において、インシュレ
ータ３１'は、コンタクト（圧接端子）３３'の基板部３３ａ'の表裏の一面（規制面）３
３ｆ'に接触し、他面（非規制面）３３ｇ'を開放する底面（圧接端子支持面）３１ｃ'を
有している。そして、コンタクト（圧接端子）３３'の他面（非規制面）３３ｇ'は、他面
（非規制面）３３ｇ'に延びる電線挟持片３３ｂに第１電線９５を圧接させる際に端子抜
け防止治具９０'による規制対象面３３ｉ'となる。
【００５７】
　この中継用コネクタ装置１０'の構成により、第１電線９５の圧接処理を第２電線９７
の圧接処理に先行して行う場合であっても、コンタクト３３'がインシュレータ３１'から
外れることなく、第１電線９５をコンタクト３３'に圧接させることができる。すなわち
、コネクタ３０'による接続対象の電線９５，９７間で圧接を別個に行い順序を設ける必
要がある場合、すなわち同時圧接でない場合であっても、コンタクト３３'がインシュレ
ータ３１'から外れてしまうことを防止でき、また、後工程での圧接を容易にすることが
できる。
【００５８】
　中継用コネクタ装置１０'において、コンタクト（圧接端子）３３'は、同一形状である
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２つのコンタクト半体（圧接端子半体）３５を組み合わせたものであり、各コンタクト半
体３５は、半基板部３５ａと、一対の電線挟持片３３ｂを有している。すなわち、１つの
コンタクト（圧接端子）３３'が、基板部３３ａ'の一面（規制面）３３ｆ'側及び他面（
非規制面）３３ｇ'側に、２つの電線挟持片３３ｂをそれぞれ有している。
【００５９】
　この中継用コネクタ装置１０'の構成により、インシュレータ３１'の小スペースにおい
て電線９５，９７を２つの電線挟持片３３ｂでそれぞれ挟持することができるので、イン
シュレータ３１'の小型化を図りつつ、第１電線９５とコンタクト３３'との接続状態及び
第２電線９７とコンタクト３３'との接続状態を安定化させることができる。
【００６０】
　上記の第１実施形態及び第２実施形態では、一例として、コネクタ３０，３０'（コン
タクト３３、３３'）の接続対象物が、複数の銅線（導体）を互いに所定間隔（ピッチ）
空けて平面状に束ねた帯状のケーブル（フラットケーブル）であるものとして説明を行っ
たが、本発明はこれに限定されるものではない。コネクタ３０，３０'（コンタクト３３
、３３'）の接続対象物は、通常の１本電線（所謂、ディスクリートワイヤー）を複数束
ねたものであってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１０，１０'  中継用コネクタ装置
　３１，３１'  インシュレータ
　３１ｂ，３１ｂ'  収納凹部
　３１ｃ，３１ｃ'  底面（圧接端子支持面）
　３３，３３'  コンタクト（圧接端子）
　３３ａ，３３ａ'  基板部
　３３ｂ　電線挟持片
　３３ｆ，３３ｆ'  一面（規制面）
　３３ｇ，３３ｇ'  他面（非規制面）
　３３ｉ，３３ｉ'  規制対象面
　３５　コンタクト半体（圧接端子半体）
　３５ａ　半基板部
　５０，５０'  上側カバー
　５０ｆ　挟持片突入孔
　７０，７０'  下側カバー
　７０ｆ　挟持片突入孔（挟着片突出孔）
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